（令和４年９月13日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年９月13日（火）午後１時20分から午後１時50分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治  　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　　11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　　13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）

５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　報告第26号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第２　報告第27号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第28号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について
第４　報告第29号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
　　職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　　職員　　　田中　直樹
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長（奥野会長）　  みなさん、こんにちは。
定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまより９月の　　農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
報告第26号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第26号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第26号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は府道13号八尾茨木線を鳥飼仁和寺大橋方面へ向　　かったところ、西側にございます仁和寺地区の農地でございます。
本件は８月１日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、現地確認し、８月４日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は転用もれ案件です。昭和38年頃に無断で宅地造成したとして、今回始末書を徴取しております。
現況は画面の通りでございます。
（報告第26号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は木田元宮地区にある鉄道車庫のすぐ南側の農地でございます。本件は８月24日に受付を行い、地区担当委員に随行の上、現地確認し、９月６日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は共同住宅へと転用する予定です。開発許可書が提出されていることから、排水計画等は問題ないものと思われます。
現況は画面の通りでございます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。随分以前より居宅敷地の一部になっていましたので、転用漏れのようです。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　  ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第27号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第27号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
件番１及び２については関連した案件であるため、一括して説明いたします。
（報告第27号　件番１及び２朗読）

件番１及び２につきまして、場所は高宮廃寺跡から第二京阪道路を挟んで南側でございます。
本件は８月22日に受付を行い、８月23日に地区担当委員に随行し、現地確認を行い、９月６日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本農地はどちらも生産緑地でしたが、生産緑地の買取申出を行っており、行為制限が解除されたため、今回、露天資材置場へと転用することになりました。
転用届出に際して、計画図が提出されており、排水については南側の既存の雨水桝へと放流する予定であることから、問題ないものと思います。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　　事務局から説明があったとおり、雨水排水は既存の雨水桝へ放流されることから、付近農地への影響はないと思います。
　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようでございますので、次に報告第28号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第28号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、ご説明申し上げます。
まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。
これは、農地を相続された者が引き継いで自身が亡くなるまで耕作をすること、あるいは貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免除となります。
また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線引きがされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続人に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の証明書が必要となります。
（報告第28号　件番１朗読）
件番１につきまして、相続人は亡くなられたのが被相続人の息子にあたります。
特例の適用を受ける農地の場所は、国道170号大阪外環状線沿いの寝屋川警察署の東側の国松地区の農地になります。
この農地のうち、持分２分の１を被相続人が所有しておりました。今回適用を受けるのは、持分２分の１に相当する687.5㎡が相続税の対象となり、納税猶予の対象面積となります。
８月24日に適格者証明願があり、８月30日に地区担当委員と現地調査を行い、現況は写真のとおり田として耕作されていることを確認し、８月31日に会長の専決により適格者証明書を発行したものでございます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　  ただいま、事務局より説明がありましたが、私が田植えをしている隣接農地でございまして、現況写真に映っているのは一部ひえが生えています。
　　　　　　　　  これまで毎年きれいに水稲の作付けを行ってこられましたが、今年は相続の関係で農地の畔の草刈り等が十分に出来なかったようです。
何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第29号　使用目的変更承認願に 係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　 　報告第29号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築する際には承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫の建築の承認願の規定はされておらず、本市農業委員会が独自に提出を求めているものです。
（報告第29号　件番１朗読）
　  　件番１につきまして、場所は高宮地区にある権現堂池を少し南へ進んだと　ころにございます。
本件は８月16日に受付を行い、８月23日に地区担当委員に連絡の上、事務局にて現地調査を行い、８月29日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は、特定生産緑地指定の際に、倉庫が建っておりますが、届出がないことが発覚しましたので、届出いただいたものです。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　    　次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局　　　　　「農地の（賃）貸借に関する法律について」説明。
　議長　　　　　　以上をもちまして、９月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後１時50分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和４年９月13日
寝屋川市農業委員会
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